
 令和４年 就業構造基本調査の概要  

 

１ 調査の目的 

就業構造基本調査は、国民の就業・不就業の状態を明らかにし、全国及び地域別の就業構造に関する基

礎資料を得ることを目的とする。 

 

２ 調査の沿革 

就業構造基本調査は、昭和 31 年から概ね３年ごとに実施してきたが、昭和 57 年以降は５年ごとに実

施しており、令和４年調査は 1８回目に当たる。 

 

３ 調査の時期 

 令和４年１０月１日現在 

 

４ 調査の対象 

 指定された調査区のうち、総務大臣の定める方法により市区町村長が選定した抽出単位（世帯が居住す

ることができる建物又は建物の一部をいう。）に居住する約 54 万世帯の 15 歳以上の世帯員約 108 万人を

対象とする。 

ただし、次に掲げる者は調査の対象から除く。 

ア 外国の外交団、領事団（随員やその家族を含む。） 

イ 外国軍隊の軍人、軍属とその家族 

ウ 自衛隊の営舎内又は艦船内の居住者 

エ 刑務所、少年刑務所、拘置所の被収容者のうち、刑の確定している者 

オ 少年院、婦人補導院の在院者 

 

５ 調査事項 

調査は、15 歳以上の世帯員に関する事項及び世帯に関する事項からなっており、次の事項を調査する。 

(1) 15 歳以上の世帯員に関する事項 

ア 全員について 

(ｱ) 基本事項について 

氏名、男女の別、配偶者の有無、世帯主との続き柄、出生の年月、就学状況・卒業時期、学校の種

類、居住開始時期、転居の理由、転居前の居住地、収入の種類及びふだんの就業・不就業状態 

(ｲ) 訓練・自己啓発について 

職業訓練・自己啓発の有無及び職業訓練・自己啓発の種類 

(ｳ) 育児・介護の状況について 



育児の有無、育児の頻度、育児休業等制度利用の有無・育児休業等の種類、介護の有無、介護の頻

度及び介護休業等制度利用の有無・介護休業等の種類 

イ 有業者について 

(ｱ) 主な仕事について 

従業上の地位・勤め先での呼称、起業の有無、雇用契約期間の定めの有無・１回当たりの雇用契約

期間、雇用契約の更新の有無・回数、勤め先の経営組織、勤め先の名称、勤め先の事業の内容、仕事

の内容、企業全体の従業者数、年間就業日数、就業の規則性、週間就業時間、テレワークの実施状況、

年間収入、就業開始の時期、就業開始の理由、現在の雇用形態についている理由、就業時間又は就業

日数の調整の有無、転職又は追加就業等の希望の有無、転職希望の理由、希望する仕事の形態、希望

する仕事の種類、求職活動の有無、就業時間延長等の希望の有無及び前職の有無 

(ｲ) 主な仕事以外の仕事について 

主な仕事以外の仕事の有無、従業上の地位・勤め先での呼称、勤め先の事業の内容、仕事の内容、

就業の規則性及び週間就業日数 

(ｳ) 前職について 

離職の時期、就業継続年月、離職の理由、従業上の地位・勤め先での呼称、勤め先の事業の内容及

び仕事の内容 

(ｴ) 初職について 

現職又は前職と初職との関係、初職の就業開始の時期及び初職の従業上の地位・勤め先での呼称 

ウ 無業者について 

(ｱ) 就業の希望等について 

就業希望の有無、就業希望の理由、希望する仕事の種類、希望する仕事の形態、求職活動の有無、

非求職の理由、求職期間、就業希望時期、就業非希望の理由及び就業経験の有無 

(ｲ) 前職について 

離職の時期、就業継続年月、離職の理由、従業上の地位・勤め先での呼称、勤め先の事業の内容及

び仕事の内容 

(ｳ) 初職について 

現職又は前職と初職との関係、初職の就業開始の時期及び初職の従業上の地位・勤め先での呼称 

(2) 世帯に関する事項 

世帯全体の年間収入及び 15 歳以上世帯人員 

 

６ 調査の方法 

調査は、次の流れにより行った。 

総務省 － 長崎県 － 長崎市 － 指導員 － 調査員 － 調査世帯 

 

用語の解説はこちら  ←クリックしてください。 

https://www.stat.go.jp/data/shugyou/2022/pdf/yougo.pdf

